
家畜市 場 コー ド ・0969223189

成 牛 セ 市 名

と き 平 成28年9月17日
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天 草 畜 産 農 業 協 同 組 合

熊本県天草市佐伊津町682番 地
丁甑0969-22-3189/FaxO969-22-4015

1PO50-3342-7962

☆ 次 回成 牛 せ り市 は平 成28年11月17日 です。



家 畜 市 場

第1章

【家畜市場の位置】

第1条 この家畜市場(以 下 「市場」

津町682番 地 とす る。

【取 り扱 う家畜の種類 】

第2条

【開場の期 日】
第3条

業 務 規 程
総 則

とい う)の 位 置は、熊本県天草市佐伊

この市場の取扱 う家畜は、牛 ・豚 とす る。

開場の期 日は、別に公表 した 日とす る。但 し、や むを得 ない理 由が

ある ときは、あ らか じめ知事に届け出て開場せ ず、又は、開場の期 日

を変更する ことがある。

【開場の時間】
第4条 開場の時間は、午前8時30分 か ら午後5時 まで とする、但 し、業

務の都 合によ り変 更す ることがある。

【家畜の繋留等】

第5条 家畜は、市場 内にお いて、獣医師によ り家 畜伝 染病 予防法第2条 の

家畜伝 染病 にかかっていない と診断されたものでなけれ ば、市場 に繋

留 してはな らない。
2.家 畜は、開設者の指定する場所 に繋 留 しなければな らない。

3.家 畜伝染病予防法第2条 の家畜伝 染病 以外 の疾病 又は、悪へ きの

ため他 に危害 を及 ぼすおそれがある と認 められ る家畜 について、開

設者 か ら入場 の拒絶又は、隔離若 しくは移動制 限の要求がな された

ときは、当該家畜の管理者はこれ に従わなけれ ばならない。

【獣医師による検査 を受 ける場合の手続 き】

第6条 家畜取引の当事者 は、いつで も市場 に配置す る獣 医師 に、家畜疾病

にかかっているかど うかの検査を求めるこ とができる。
2.家 畜取引の当事者 が、前項の検査 を求め る場合 には、市場事務所

にその旨申 し出 るもの とする。

第2章 家畜取引の方法及び手続

【家畜取引の方法 】

第7条 市場に於ける家畜の取引は売買によ り行 うもの とする。
2.売 買は、せ り売 りの方法によるものとす る。

【販売の申込 】

第8条 家畜 を販売のため入場 させ よ うとす る者は、住所及び氏名(名 称)
並びに当該家畜の 品種、性 別、年齢 、体重 、疾病及び悪へ き並びに血

統、能 力又は経歴 を証明する書類 の有無 を、別 に定 める販売 申込書に

記入 して、市場事務所に提 出するもの とす る。
2.前 項 の販売 申込書 を提出 した者(以 下 「販売 申込者」 とい う)は

別 に定める入場料を納付 し、家畜番号票の交付を受ける もの とす る。

3.販 売申込者 は、市場の定め る家畜番号票を、家畜の頭部又は頸部

に結 びつ けるもの とする。

【購 買の申込 】

第9条 家畜を購入 しよ うとす る者(以 下 「購 買者」 とい う)は 、市場事務

所に住所 、氏名(名 称)及 び購入予定頭数 を申告す るとともに、別に

定める予納金 を納付 し、購 買予納金入金伝票及び購 買者カー ドの交付

を受 けるもの とす る。
2.購 買予納金入金伝票及び購買者カー ドの交付を受けていない者は、

市場 においてせ り売 りに参加す ることが出来ない。

3.購 買者 は、購入予定頭数以上の家畜を購入 しようとす るときは、

第1項 の例によ り予納金を追納 しなけれ ば、せ り売 りに参加するこ

とが できない。

4.市 場開設者は、予納金の不足す る購買者に対 しては、予め予告 し、

なお予納金を追納 しない購 買者 に対 しては、その後のせ り売 りに参

加 させない ことができる。

5.購 買者 は、退場の際購買者カー ドを市場事務所に返 還するもの と

す る。

【取引開始前の公表】

第10条 取引開始前の公表事項は、品種 、性別 、年齢、体重、疾病及び悪 へ

き並び に血統能力又は経歴 を証明す る書類の有無 とす る。
2.前 項 の公表は、同項の事項を販売申込書に記載 され た ところによ

り呼び上げて行 うもの とす る。但 し、名簿等に より確認できる場合

は、 この限 りではない。

【せ り売 りの方法】

第11条 家畜は 、開設者の定め る順 序によ り、せ り場 に上場す るもの とす
る。

2.せ り上げ単位は100円 以上 と し、消費税額は含まれない もの

とす る。

【せ りお とし人の決定】

第12条 せ り人が最高 申込価格(消 費税額 を含まない)を 呼び上 げ、他に こ

れ をこえ る価格を申 し込む者がないときは、最高価格の 申込者をせ

りお とし人 とする。
ただ し、その価格が販売申込者 から開設者 に示 した販売 申込価格に

達 しない ときは この限 りではない。
2.せ りお とし人が決定 した ときは、せ り人は直ちにその価格(消

費税額を含まない)及 びせ りおと し人 の購 買者番号又は氏名(名

称)を 呼びあげるもの とす る。

【再せ り売 り】

第13条 販売 申込者は、上場 した家 畜につき、せ りお と し人が決定 しなか
った時は、 当該家畜を再入場するこ とができる。

2.前 項の規定に より家畜を再上場 しようとす る者は、市場事務所

にその 旨申し出 るもの とする。

3.再 せ り売 りは、初回上場家畜のせ り売 りの終了後再上場の 申出

順に行 うもの とす る。

【代金の決済及び家畜の受 渡】

第14条 せ りお とし人が決定 した時は、せ りお と し人は、遅滞な くせ りお
と し価格 に相 当す る金額に購買者手数料 を加算 した額(消 費税額含

む)を 市場事務所 に支払 い、家畜番号、せ りお と し価格及び販売 申込

者名を記載 した家畜売買済証明書 の交付 を受 ける。
2.せ りお とし人は、前項の支払いに際 し、購 入頭数に相当す る額

の予納金を支払 い金額の一部 に充当す ることが 出来 る。

3.販 売申込者は、売買が成立 し家畜売買済証明書の交付を受けた

時は、当該家畜 と合致するこ とを確認 の うえ、直 ちに家畜の引渡 し

を行 うもの とする。

4.販 売申込者は、前項の家畜売買済証 明書を市場事務所に提出 し

て、販売代金 か ら別 に定 める販売手数料(消 費税額を含 む)、 諸経

費(消 費税額を含む)及 び諸負担金 を控除 した額に相当す る金額の

支払いを受ける。

5.せ りお とし人は、せ りお とした家畜を即 日引き取 らなければな

らない、せ りお とし人にお いて、当日輸送その他やむ を得ない事

由によ り、即 日引き取 りが出来 ない場合は市場開設者に 申し出て

市場開設 者の預けるこ とができる。ただ し、繋留畜舎の収容能力
の範囲で県外の遠 隔地 から順次優先的 に預か るもの とす る、尚、

市場開設 者は、預託期間 中天 災地変 を除 く不可抗力に よる事故の

場合には、預託者 と協議の うえ処理す るもの とす る。肉牛及び豚

は、原則 として預か らない。但 し、せ りお とし人がその手続 きを

履行 しない ときは、契約 を破棄 しせ りお とし価格の3分 の1の 違

約金を没収 する。

6.前 項の預託者は 、市場最終 日の翌 日より1頭1泊 につ き400

円(消 費税額 を含 む)の 預託料 を開設者 に支払 うもの とす る。

【家畜の引き出 し】

第15条 せ りお とし人がせ りお と した家畜 を引 き取 るときは、開設者の許

可を受 けなけれ ばならない。
前項 の届 出を受 けた時 は、開設者は家畜売買済証明書 と家畜の番

号札を照合 して誤 りの有無 を確認 してか ら家畜 を引き渡す。

【取 引終 了後の公表事項 】

第16条 取引終 了後の公表事項は、その翌 日までに、次にかかげ る事項を

市場内掲示板に掲 示 して行 う。
1.家 畜の種類別、品種別、性別等の入 場頭数

2.家 畜の取引方法別、種類別、品種 別、性別 等の取引成 立頭数

3.前 号の区分による家畜の最高、最低 及び平均取引価 格(消 費税

額を含む)
【取 引家畜の事故処理 】

第17条 当家畜市場 に於 ける肉用牛の期限内事故にっいては、全て天草肉

用牛互助会に係 る評議委 員会 において公平且つ厳正 に処理す る もの

とする。

2.取 引に係 る異議 申 し立て期 限は各セ リ市取引要領によ り定めセ リ

市名簿に記載す るもの とする。

第3章 取 引 関 係 人

【せ り人】

第18条 せ り人(打 鐘者)は 、次の各号に掲 げる行為 を してはな らない。
L販 売 申込者又は、購 買者 と通謀 して正常な取引を阻害 し、又は

これ らの者に談合 その他の不公正な行為 をさせ ること。

2.そ の職務に関 して販売申込者又は購 買者か ら金品、その他 の利

益を受ける こと。

3。 売買の当事者 となること。

4.故 意にせ りお とさない こと。

5.一 般に通用 しない風潮その他の方法で価格を呼び上げること。

第4章 予納金及び徴収料金

【予納金】

第19条 予納金の額は、第9条 の購入予定頭 数価格 に見合 う金額 とす る。

2.予 納金は、現金又は金 融機関が支払い保 証を した小切手等であ
って開設者が適 当と認 めた もので納付す るもの とする。

3.農 業協同組合(連 合会)の 購 買については、組合長名 で発行 し

た購買証明書をその都度市場事務所 に提出す るもの とする。

【徴収料金の種類及 び金額 】

第20条 徴収料金の種類及び金 額は別表 のとお りとす る。(入 場料、購 買者
手数料、互助積 立金 は消費税額 を含む)

第5章 雑 則

【家畜市場内における秩序 の維持 に関す る事項】

第21条 市場開設者は、次の各号の1に 該 当す る者に対 し、退場又は期 限

を限って入場の禁止 も しくは弁償を命ず ることがある。

① この業務規程 に違反 した者。

② 市場 内の家 畜で売買 の成 立 していな いものについ て虚偽 の

風説 を流布 した者。

③ 市場 に対 し虚偽の 申告を した者、又は重大な瑞疵の申告を し
なかった者。

④ 市場 の業務 を妨害 し、又は秩序を乱 した者若 しくは、そのお
それ のある者。

⑤ 故意に市場の施設をき損 した者又は家畜に危害 を加 えた者。

⑥ 市場係員の指示 に従わない者。
⑦ 第17条(取 引家畜の事故処理)に おいて処理 された決定事

項を尊重せず従 わない者

2.開 設者 は、第1項 の規程 によ り入場の禁止 を命 じた場合には、

その氏名 、期間及び理 由を場 内に提示す る。

【改廃の手続き】

第22条 この規程の改廃は、理 事会の議決 による。
【その他】

第23条 この規程に よりがたき場合 は、すべ て市場開設者の指示に従 うも
の とする。

附 則

1.こ の規程は、平成元年4月1日 よ りこれを施行 する。

2.平 成9年8月7日 一部改正

3.平 成17年3月24日 一部改正

4.平 成17年12月9日 一部改正

5.平 成19年4月1日 一部改正
6.平 成25年8月2日 一部改正

別 表
徴 収 料 金 表

畜 種 入場料 販売者手数料 購買者手数料 互助積立金

子 牛 330円 5% 2,160円 1,000円

成 牛 1,080円 2% 1,080円 1,000円

豚 113円 4% 0 0



セ リ 市 売 買 取 引 要 領
【購買者の皆様へ】

1.購 買代金 の精算 は、予納金制度 によ り本 日(セ リ終 了後)決 済 となってお ります ので、予 めご了承 くだ さい。

2.農 業協同組合(連 合会)の 購買 については、組合長名 で発行 した購 買証 明書 を当 日市場事務所 に提 出 して下 さい。

3

4

5

疾病等 をセ リ市後 に発 見 した場合 は、獣 医師の診断書 によ り解 決 します。但 し、セ リ市終 了後3日 以内 としますので、充分

下見 を して こ購買下 さい。

牛の引 き渡 しにつ いて

① 即 日取 引です か ら、本 日引 き取って下 さい。

② 牛を積み込 まれ る時 は、必ず 「家畜売 買済証 明書」 を係員 に受納 して下 さい。

購買者 カー ドにつ いて は、全て登録者 の責任 とな ります。カ ー ドの管理 は充分 ご注意下 さい。
ご精算の時はカー ドを会計 に返納 して下 さい。

6.解 約その他 、必要事項 はすべて市場業務規程 に よ ります。

7 当市場では購 買者手数料 を徴収 します ので、あ らか じめご了承 下 さいます よ うお願 い致 します。

★1頭 当た り1,080円(消 費税 込み)

【生産者の皆様へ】

1.牛 の搬入 は、12時30分 までに完 了 して下 さい。

2.出 品にあた り、家畜市場業務規定並び に、関係 法令 に基づ き告知 義務事項 を遵 守の上、出品者 が責任 を以って出品下 さい。

違反 については、出品者責任 において解決 下 さい。

3.自 分の牛 に、損傷があ る場合 は事前 に連絡 して下 さい。(セ リ終 了後 に発見 された場合は、解 約す ることもあ ります。)

4.市 場内での牛の体重 ・価 格の発表 を よく聞いて、 も し誤 りがあれ ば、その場 で直 ちに訂正 して下 さい。

5.セ リ終了後(ブ ザ ーが鳴 った ら)セ リ人が売却か本人落 しかを確認 します ので、直 ちに返答 して下 さい。

6.売 買が成 立すれば、 「家畜売買済証 明書」 をも らって、係員 の指示 に従 い牛 を引き渡 して下 さい。

7.販 売代金 は、経費 を差 し引 き農協 に振込みます。 会計で家畜代金精算書 を受 け取 って下 さい。





せ り種別.せ り市

せ り日2016年09月17日

畜種

せ り名簿一 覧表
3(妊 娠牛)～3(妊 娠牛)

1頁

入場

番号

名 号

登記番号(耳標番号)
性別

生年月日 父名号 母の父

母の祖父

母名号

母登録番号

母牛

得点

生産者住所

氏名
摘 要 体重 金額 購買者

801
ゆ た か

91-2253852

(082620155D

牝
H17/12/15

82.1 平茂勝
安平

福桜(宮 崎)

う め

92-1302407
80.8

天草 市 五和 町城 河

松 下 勇 一

88-901179

茂 久 桜

H28,6.5

802
ひ ば り

91-2147525

(1184227719)

牝
H15/06/16

83.4 平茂勝
美津福
福茂

第2み ふ く

92-1138070
80.9

天草 市 河浦 町今 田

木 下 吉郎

88-1302703

美津 照 重H28.3.20

高 等 牛

803
た え こ218

92-1488096

(0246975902)

牝
H20/12/19

82.0 平茂勝
紋次郎

第20平 茂

た え この2

92-1112465
81.2

天 草 市 桓 宇 土 町1

原 田 時 男

88-100109

美 津 照 重

H28.4.8

804
あ き こ

91-2072688

(1072029333)

牝
H12/09/09

79.5 第5隼 福
平茂勝

忠福
あ き

91-2029824
80.4

上天草市大矢野町

直江 浩徳

88-1404100

火 乃 国 王 勝 平

H28.1.15



1



せ り種別 ・ せ り市

せ り日2016年09月17日

畜種

せ り名簿一覧表
2(成 牛)～2(成 牛)

1頁

入場

番号

名 号

登記番号(耳標番号)
性別

生年月日 父名号 母の父

母の祖父

母名号

母登録番号

母牛

得点

生産者住所

氏名
摘 要 体重 金額 購買者

901
と も こ

91-2093988

(1072439026)

牝
H13/02/06

79.0
美津福

隆桜
糸秀

と もみ

91-2025755
80.0

天 草 郡 苓 北 町都

福 田 和 也

88-1001540

902
は る

92-1344576

(0113084850)

牝
H17/05/07

80.0 平茂勝
糸福(大 分)

第2福 鶴

は る か4

92-1138075
81.6

天草市五和町手野

中元 博喜
88-902437

903
ふ く こ

92-1344562

(1211576650)

牝
H17/03/04

80.4 福栄
糸福(大 分)

安福(岐 阜)

ふ くみ

92-1032723
80.0

天草郡苓北町志岐

大仁田 秀雄

88-1002013

904
は な こ

92-1419385

(0350027221)

牝
H19/05/19

81.4 勝忠平
安糸福

忠福

め ぐみ

92-1311748
80.7

天草 市 佐 伊 津 町2

原 田 秀 人

88-200111

905
あ さ こ

92-1498480

(0845009718)

牝
H21/09/17

83.0
勝忠平

牛若丸(長 崎)

糸弘

あ さみ

91-2025806
80.7

天草 市 楠 浦 町44

大 中 実行

88-100330

906
ひ ち こ

91-2187034

(1211558632)

牝
H16/07/25

80.0 美津照
平茂勝

神高福

ち か

91-2072761
82.1

天草 郡 苓 北 町 志 岐

荒 木 明 一

88-1004998

907
も も こ

92-1459001

(0241953882)

牝
H20/06/27

83.0 平茂勝
安福165の9

糸福(大 分)

さ く ら

92-1344538
81.0

天草市五和町御領

泉 法明

88-901199

膣脱

寝ている時少し出う

908
くみ

91-2278593

(0350007186)

牝
H18/07/29

81.1 平茂勝
安平

糸晴(佐 賀)

さ ち こ

91-2166112
79.5

天草 市 楠 浦 町21

田 中 健 一

88-100425

909
ひ ま わ り

91-2187018

(1189941269)

牝
H16/01/30

78.2
平茂勝

北国7の8

忠福

み さ え

91-2012621
79.1

天草市五和町御領

野嶋 清

88-901341

910
ま き こ

91-2187016

(1189943409)

牝
H16/03/20

79.2 平茂勝
隆桜

谷茂(事 業団)

第3さ か え

92-867862
80.0

天草市五和町御領

野嶋 清

88-901341

911
第2か え

92-1290712

(1189948756)

牝
H15/11/21

82.3 平茂勝
菊谷

安福(岐 阜)

ふ く よ の1

92-1112441
80.3

天草 郡 苓 北 町 都

藤 下 真 琴

88-1001518

912
あ き こ

92-1434784

(0241942985)

牝
H19/09/05

80.1
安糸福

平茂勝
紋次郎

第5ふ じえ

91-2057516
80.1

天草市本渡町本渡

山下 豊年

88-100181



せ り種別:せ り市
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913
み つ こ

92-1570199

(1338653524)

牝
H23/08/15

80.2
安茂勝

北国7の8

安福165の9

み つ え

92-1020507
80.4

天草郡苓北町志岐

後藤 政次

88-1001389

914
ひ ろ み

92-1302441

(1198248304)

牝
H16/03/25

82.4 安平
隆桜
忠福

しげ こ

92-965995
80.4

天草市本渡町本泉

倉田 幸子

88-100316

915
は な ゆ り

91-2319579

(0241938957)

牝
H19/10/06

79.7 百合茂
安平

糸秀

は な

91-2081682
79.6

天 草 市 天 草 町 大 江

松 下 正 明

88-1101661

右卵巣卵胞嚢腫
噛み戻し有「、

俊齢 ラ痂

916
ゆ う こ

92-1394655

(0350006875)

牝
H18/10/26

82.0 平茂勝
安 福165の9

糸 晴(佐 賀)

ふ く え い

91-1991141
79.8

天 草 郡 苓 北 町都

福 田 雄 一

88-1001537

917
か つ こ

92-1332239

(1211574120)

牝
H17/04/08

81.6
平茂勝

糸福(大 分)

安福(岐 阜)

め ぐ み

92-1173172
81.1

天 草 郡 苓 北 町都

福 田 雄 一

88-1001537

918
み ど り

92-1370338

(1238446295)

牝
H18/05/12

80.6 安福(岐 阜)
第20平 茂

忠福

ま ゆみ

92-1111273
80.4

天 草 郡 苓 北 町都

福 田 雄 一

88-1001537

高等牛

919
ふ じ さ か え

91-2454013

(1366015271)

牝
H25/05/21

80.4 安福久
勝忠平
平茂勝

ふ じみ つ

91-2354863
80.9

天草市佐伊津町

あまくさ繁殖セン

88-1503889

右腰角欠損
右足破行

920
み み か ね の1

92-1583395

(1338637616)

牝
H23/07/06

80.8 安福久
平茂勝
安平

み み かね

92-1488176
81.6

天草 郡 苓 北 町都

福 田 正 明

88-1001544

繁殖障害

(写)
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